
川崎市社会教育委員会議専門部会委員の解嘱について 

１ 川崎市社会教育委員の根拠 

  社会教育法（昭和２４年法律第２０７号） 

  川崎市社会教育委員条例（昭和２４年川崎市条例第３４号） 

  川崎市社会教育委員会議規則（昭和５２年川崎市教育委員会規則第１号） 

２ 委員の構成 

(1) 専門部会（教育文化会館、市民館、図書館、青少年科学館、日本民家園） 

定  数 １０人以内（川崎市社会教育委員会議規則第６条 別表） 

委員構成 ①学校の教育職員、②社会教育団体等から推薦された者、③社会教育に

関する経験を有する市民、④学識経験者、家庭教育の向上に資する活動

を行う者 

(2) 専門部会（有馬・野川生涯学習支援施設） 

定  数 ８人以内（川崎市社会教育委員会議規則第６条 別表） 

委員構成 ①学校の教育職員、②社会教育団体等から推薦された者、③生涯学習に関

する知識、経験を有する市民、④学識経験者 

(3) 専門部会（青少年教育施設） 

定  数 １５人以内（川崎市社会教育委員会議規則第６条 別表） 

委員構成 ①学校の教育職員、②社会教育団体から推薦された者、③社会教育に関

する経験を有する市民、④学識経験者 

３ 委員の職務 

(1) 社会教育委員（社会教育法第１７条） 

ア 社会教育に関する諸計画を立案すること。  

イ 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述

べること。  

ウ 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。 

(2) 専門部会（川崎市社会教育委員会議規則第６条 別表） 

施設の運営や各種事業の企画実施等について、調査審議等を行うこと。 
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川崎市社会教育委員会議専門部会委員
（青少年科学館専門部会）

委嘱・任命期間  平成32年 4月30日まで（概ね２年間）
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（市内に設置された
学校の長）
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日本トンボ学会編集委員（川崎市青少年科学館前自然担当係長）
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神奈川県立生命の星・地球博物館学芸部長
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育に関する経験を有

する市民）
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